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研究成果の概要（和文）：3 年間の研究成果のうち、刑事訴訟法に関わる部分の一部は、葛野尋

之『未決拘禁と人権』（現代人文社、2012 年）として既に公刊されている（その他、個別論文

については、各共同研究者の研究成果の欄を参照）。未決被収容者の処遇に関わる部分は、刑事

立法研究会編『刑事被収容者処遇法コンメンタール』（現代人文社）と題して、2012 年度中に

公刊される予定である（共同研究者の各担当部分の確定稿は既に提出済である）。その他、個別

論文については、各共同研究者の研究成果の欄を参照。 

Outline of the fruits of our study： Among the fruits of our 3 years long study 

“Miketukoukin to Jinken”（of Mr.KUZUNO Hiroyuki）has been already published as a  

part the fruits,which are related with criminal procedure.（See also the following space 

of the fruits of our collaborate researchers.）In this year of 2012 “Commentary on the 

law of prisoners ”（of Keijirippou-Kenkyukai）will be published as a part of the 

fruits,which are related with treatment of pre-traial detainees .（See also the following 

space of the fruits of our collaborate researchers.） 

 

交付決定交付額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００９年度 3,800,000 1,140,000 4,940,000 

２０１０年度 3,000,000 900,000 3,900,000 

２０１１年度 2,600,000 780,000 3,380,000 

年度    

  年度    

総 計 9,400,000 2,820,000 12,220,000 

 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：法学・刑事法学 

キーワード：（1）裁判員、（2）未決拘禁、（3）代用監獄、（4）被疑者取調べ、（5）直接主義、 

      （6）韓国、（7）国民参与裁判、（8）取調べ可視化 

 

 

１．研究開始当初の背景 

 「刑事収容施設及び被収容者の処遇に関す

る法律」（2006 年 6 月 2日成立。以下、「刑事

被収容者処遇法」という）が 2007 年 5 月に

施行され、また、裁判員制度が 2009 年 5 月

21 日から実施され、前者が施行 5年後、後者

が施行 3年後に各々見直しを予定されていた

ことが、本研究の背景として挙げられる。 

 

２．研究の目的 

機関番号：３２６７５ 

研究種目：基盤研究（B） 

研究期間：2009～2011 
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研究課題名（英文）Reform of pre-sentence detention in the era of Saiban-in trial 

研究代表者 

福井 厚（FUKUI ATSUSHI） 

法政大学・大学院法務研究科・教授 

 研究者番号：60033180 

 



 本研究は、2009 年 5 月 21 日から始まった

裁判員裁判時代における未決拘禁改革のあ

り方を研究し、未決拘禁制度につき具体的な

改革提案を行うことを目的とする。精密司法

といわれるわが国の刑事裁判は、裁判員裁判

の実施に伴い、（代用監獄において）未決拘

禁中の被疑者取調べで得た自白に基づいて

有罪･無罪を決めるシステムから、直接主義･

口頭主義の支配する公判における証人調べ･

物的証拠に基づく刑事裁判へと転換せざる

を得ない。それに伴って、未決拘禁制度も改

革されざるを得ない。すなわち、未決拘禁を

必要不可欠な場合に限定し、同時に、未決被

拘禁者には拘禁の弊害を可及的に回避し、無

罪の推定を受ける者に相応しい処遇を保障

することである。そのために、刑事訴訟法及

び刑事被収容者処遇法の改革が課題となら

ざるをえないわけである。 

 

３．研究の方法 

 未決拘禁という場合、逮捕と勾留を共に含

み、かつ、逮捕・勾留の実体要件のみならず

逮捕・勾留の執行の規律のあり方も視野に入

れるという意味で、本研究は刑事訴訟法と刑

事被収容者処遇法の有機的な関連を問う総

合的な研究である。その課題を、韓国を比較

法の重点的な対象に加えて英米独仏韓との

比較という方法によって行うという点に、本

研究の方法的な特色がある。 

 

４．研究成果 

 3 年間の研究成果は、大別すれば、（a）刑

事訴訟法に関わるもの、と（b）刑事被収容

者処遇法に関わるもの、とに区別できる。 

 （a）の分野では、既に公刊された単行本

として葛野尋之『未決拘禁法と人権』（現代

人文社、2012 年）を挙げておく。個別の論文

については、後掲５．を参照。 

 （b）の分野については、刑事立法研究会

編『刑事被収容者処遇法コンメンタール』（現

代人文社）と題して、2012 年度中に公刊され

る予定である。各人の分担部分の確定稿は既

に提出済みであるが、その分担部分の割当て

は以下の如くである（条文番号は刑事被収容

者処遇法のそれである）。 

 豊崎（31 条、35 条）、斉藤（33 条、34 条、

38 条、39 条、180-285 条）、石田（40-55 条、

180-285条）、斉藤（56-66条、69-72条、180-285

条）、葛野（115-119 条、134-138 条、180-285

条）、中川（115-119 条、134-138 条、180-285

条）、福井（157-170 条、180-285 条）、緑

（14-29 条、180-285 条）、後藤（全体の調

整） 
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